
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

平

成

三

十

年

度

県

統

計

調

査

の

実

施

統

計

分

析

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

情

報

政

策

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

○

第

二

百

三

十

一

回

岡

山

県

内

水

面

漁

場

管

理

委

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

の

開

催

員

会

岡

山

県

公

報

平成３０年１０月３０日 第１２０３８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
、
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

県
統
計
調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

岡
山
い
き
い
き
子
ど
も
プ
ラ
ン
二
〇
二
〇
（
仮
称
）
に
係
る
県
民
意
識
調
査
の
う
ち
子
育
て
に

関
す
る
意
識
調
査
（
子
育
て
世
帯
意
識
調
査

（
以
下
「
世
帯
意
識
調
査
」
と
い
う

）
及
び
結

）

。

婚
、
出
産
、
子
育
て
に
関
す
る
高
校
生
意
識
調
査
（
以
下
「
高
校
生
意
識
調
査
」
と
い
う

）
。

２

目
的

今
後
の
子
育
て
支
援
の
指
針
と
な
る
「
岡
山
い
き
い
き
子
ど
も
プ
ラ
ン
二
〇
二
〇
（
仮
称

」
）

、

、

、

、

の
策
定
に
当
た
り

結
婚

出
産
及
び
子
育
て
に
関
す
る
現
状

意
識
等
の
収
集
及
び
分
析
を
し

少
子
化
対
策
及
び
子
育
て
支
援
に
係
る
施
策
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
た
め
の
基
礎
資

料
を
得
る
。

二

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲

１

地
域
的
範
囲

県
全
域

２

属
性
的
範
囲

世
帯
意
識
調
査

(1)

乳
幼
児
（
保
育
所
又
は
幼
稚
園
に
通
う
も
の
に
限
る

）
又
は
小
学
校
の
第
三
学
年
ま
で
の

。

児
童
が
属
す
る
世
帯

高
校
生
意
識
調
査

(2)

高
等
学
校
の
第
二
学
年
及
び
第
三
学
年
の
生
徒

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項

世
帯
意
識
調
査

(1)
ア

子
育
て
に
つ
い
て

イ

現
在
の
お
子
さ
ん
と
希
望
の
子
育
数
に
つ
い
て

ウ

子
育
て
の
費
用
と
進
学
に
つ
い
て

エ

配
偶
者
の
子
育
て
に
対
す
る
関
わ
り
方
に
つ
い
て
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オ

子
育
て
と
お
住
ま
い
に
つ
い
て

カ

子
育
て
に
関
わ
る
保
健
・
医
療
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

キ

子
育
て
の
不
安
・
悩
み
と
相
談
に
つ
い
て

ク

公
的
な
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

高
校
生
意
識
調
査

(2)
ア

結
婚
に
つ
い
て

イ

子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て

ウ

あ
な
た
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
（
一
生
の
間
に
た
ど
る
道
筋
）
に
つ
い
て

エ

男
女
の
役
割
分
担
や
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

オ

地
域
社
会
や
身
近
な
人
の
こ
と
に
つ
い
て

カ

妊
娠
・
出
産
と
健
康
に
つ
い
て

２

そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

平
成
三
十
年
十
月
一
日

四

報
告
を
求
め
る
者

１

世
帯
意
識
調
査

二
の
対
象
世
帯
の
う
ち
七
千
四
百
世
帯

２

高
校
生
意
識
調
査

二
の
対
象
者
の
う
ち
三
千
人

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

郵
送
調
査
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査

六

報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月

七

実
施
部
課
名

保
健
福
祉
部
子
ど
も
未
来
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
二
九
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
四
～

美
作
市
太
田
字
池
ノ
元
五
六
番
三
地
先
か
ら

美
作
市
太
田
字
カ
イ
マ
ガ
リ
六
五
番
一
地
先
ま

新

一
一
〇
・
〇

一
九
・
〇

で

八
・
四
～

美
作
市
太
田
字
池
ノ
元
五
六
番
三
地
先
か
ら

美
作
市
太
田
字
カ
イ
マ
ガ
リ
六
五
番
一
地
先
ま

旧

一
一
〇
・
〇

一
四
・
四

で
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〔
五
一
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
各
県
民
局
Ｌ
Ａ
Ｎ
機
器
の
更
新
に
係
る
機
器
の
借
上
げ
及
び
保
守

一
式

二

借
入
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
月
二
十
三
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
中
国
支
店

岡
山
市
北
区
奉
還
町
三
丁
目
二
二
番
一
〇
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
五
五
五
、
六
六
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四
一
、
一
六
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
九
月
十
一
日
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〔
五
一
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
岡
山
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

旭
川
及
び
百
間
川
流

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ

平
成
三
十
年
九
月
二
十
七
日
か
ら

域

修
正
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
二
五
〇

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま

〇

）

で

）
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〔
五
一
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
岡
山
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

高
梁
川
水
系
、
旭
川

公
共
測
量
（
数
値
撮
影
（
デ
ジ
タ

平
成
三
十
年
七
月
二
十
三
日
か
ら

水
系
及
び
吉
井
川
水

ル

）

同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

）

系
流
域
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〔
五
一
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
井
原
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

井
原
市
青
野
町
地
内

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

平
成
三
十
年
十
月
十
日
か
ら
平
成

三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
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〔
五
一
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
下
野
二
六
六
四

一
、
二
六
六
四

二
、
二
六
六
四

四
、
二
六
六
五

－
－

－

一
、
二
六
六
五

三
、
二
六
六
六
、
二
六
六
七

二
、
二
六
六
七

四
、
二
六
七
七

一
、
二

－
－

－
－

－

六
七
七

二
、
二
六
七
七

四
、
二
六
七
八

一
、
二
六
七
八

二
、
二
六
七
九

一
、
二
六
七

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
－

九

三
、
二
六
八
〇

三
、
二
六
八
一

三
、
二
六
八
二

一
、
二
六
八
二

三
、
二
六
八
三

三
、
二
六
六
四

一
地
先
か
ら
二
六
六
四

二
地
先
ま
で
水
路

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
江
東
区
枝
川
二
丁
目
八

七

－

カ
ト
ー
レ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

英
輔

香
川
県
高
松
市
朝
日
町
四
丁
目
一
一

六
二

－

精
密
自
動
車
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
井

義
直

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
一
号
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〔
五
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
下
野
二
六
六
四

一
、
二
六
六
四

二
、
二
六
六
四

四
、
二
六
六
五

－
－

－

一
、
二
六
六
五

三
、
二
六
六
六
、
二
六
六
七

二
、
二
六
六
七

四
、
二
六
七
七

一
、
二

－
－

－
－

－

六
七
七

二
、
二
六
七
七

四
、
二
六
七
八

一
、
二
六
七
八

二
、
二
六
七
九

一
、
二
六
七

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
－

九

三
、
二
六
八
〇

三
、
二
六
八
一

三
、
二
六
八
二

一
、
二
六
八
二

三
、
二
六
八
三

三
、
二
六
六
四

一
地
先
か
ら
二
六
六
四

二
地
先
ま
で
水
路

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
江
東
区
枝
川
二
丁
目
八

七

－

カ
ト
ー
レ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

英
輔

香
川
県
高
松
市
朝
日
町
四
丁
目
一
一

六
二

－

精
密
自
動
車
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
井

義
直

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
一
号
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〔
五
二
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

放
射
線
測
定
装
置

二
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
日
進
機
械

岡
山
市
北
区
大
元
二

八

一
四

大
元
第
一
ビ
ル

－
－

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

四
二

六
一
六

八
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

一
五
六

八
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
四
号

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
百
三
十
一
回
岡

山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
三
十
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

加

藤

卓

夫

一

日
時

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
六
日
（
月
）

午
後
一
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
六
号

児
島
湾
漁
村
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

三
八
五
四

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
の
増
殖
指
示
量
に
つ
い
て
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